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報告第１号 

令和６年度高梁市継続費繰越計算書について 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定に基づき、別紙のと

おり繰越計算書を調製したので報告する。 

令和７年６月６日提出        

 

高梁市長  石 田 芳 生   

 

 



（単位：円）

03 民 生 費 02 児童福祉費
高梁認定こども園（仮称）
施 設 整 備 事 業

1,336,200,000

437,000,000 285,462,000

308,100,000

95,300,000

324,259,200 324,259,200 16,159,200

56,588,990 56,588,990 2,888,990

41,684,000

53,700,000

447,159,0003,358,000,000 1,679,000,000 1,122,432,000 2,801,432,000 976,389,000

令　和　６　年　度　　　高　梁　市　継　続　費　繰　越　計　算　書

翌年度繰越額

左の財源内訳

予算計上額
前年度

逓次繰越額
計 繰越金

特定財源

令和６年度継続費予算額
支出済額及び
支出見込額

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

高 梁 市 一 般 会 計

3,095,050

09 消 防 費 01 消 防 費 新 消 防 庁 舎 施 設 整 備 事 業

1,825,043,000 1,825,043,000

195,050 2,900,000

10 教 育 費 02

08 土 木 費 04 都市計画費 広瀬地区緊急避難施設整備事業

10

171,286,928 32,928 75,954,000

722,462,000 665,873,010

2,960,000,000 1,185,000,000 1,306,690,000 2,491,690,000 2,167,430,800

残額款 項 事業名 継続費の総額

177,000,000 112,055,000 289,055,000 285,959,950 3,095,050教 育 費 03 中 学 校 費
有漢義務教育学校（仮称）
施 設 整 備 事 業

354,000,000

小 学 校 費
有漢義務教育学校（仮称）
施 設 整 備 事 業

874,000,000

171,286,928245,049,000 211,660,000 211,660,000 40,373,072

4
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（参考）       

地方自治法施行令（抜すい） 

（継続費） 

第１４５条 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に

支出を終わらなかったものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用する

ことができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、翌年度の５月３１日までに

継続費繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。 

２～３ 略 
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報告第２号 

 

令和６年度高梁市繰越明許費繰越計算書について 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定に基づき、別紙のと

おり繰越計算書を調製したので報告する。 

 令和７年６月６日提出 

 

高梁市長  石 田 芳 生   

 



（単位：円）

農 業 費 5,357,000 5,357,000

15,147,000

6,640,000

1,000

36,937,000

644,000 643,000

35,900,000

06
農 林
水 産 業 費

01

03 民 生 費 02 児童福祉費 こ ど も 園 施 設 整 備 事 業 36,998,000

04 衛 生 費 01 保健衛生費 644,000出 産 ・ 子 育 て 応 援 交 付 金 事 業

岡 山 自 動 車 道 付 加 車 線 設 置 推 進 事 業

02 林 業 費 林 道 開 設 事 業

08 土 木 費

40,000,000

63,815,000

02 295,788,000

4,160,000

97,335,000

地方創生道整備推進交付金道路整備事業

内 過 疎 対 策 道 路 改 良 事 業

70,000

3,101,000

22,088,000 16,566,000

農 業 水 路 等 長 寿 命 化 ・ 防 災 減 災 事 業

5,357,000

7,997,000 799,000 7,700,000

農 道 管 理 事 業

既収入特定財源

141,000 128,724,000

01 社会福祉費 福 祉 関 係 団 体 支 援 ・ 育 成 事 業 6,640,000 6,640,000

77,795,000 65,687,000

道路橋梁費 47,342,000

700,000 1,744,000児童福祉費 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 管 理 事 業

03 民 生 費 01 社会福祉費
物 価 高 騰 重 点 支 援
地 方 給 付 金 事 業

未収入特定財源
一般財源

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

3,400,000 17,000

項 事業名 金額 翌年度繰越額

地 域 市 民 セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業総務管理費

左の財源内訳

3,421,000

03

47,342,000

129,885,000

08

市 道 改 良 事 業道路橋梁費 306,227,000

06
農 林
水 産 業 費

06
農 林
水 産 業 費

02

03

総務管理費総 務 費 01

01 農 業 費

2,444,000 2,444,000

65,687,000

1,037,000

14,036,000

民 生 費

民 生 費 02

02 総 務 費 01 3,421,000 4,000

02 定 住 促 進 対 策 事 業 18,450,000 15,147,000

97,335,000 53,000

4,160,000

51,100,000

34,000

81,000

162,500,000 4,423,000

65,700,000

16,000,000

4,160,000

45,00034,847,000

129,665,000 55,000

29,700,000

46,141,000

18,768,000

29,781,000

款

土 木 費

17,137,000 17,137,000

高 梁 市 一 般 会 計

道 路 改 築 事 業

都 市 構 造 再 編 集 中 支 援 事 業

訳 単 市 道 路 改 良 事 業

47,342,000

95,000

34,847,000

41,000

令　和　６　年　度　　　高　梁　市　繰　越　明　許　費　繰　越　計　算　書

8



08 土 木 費 04 都市計画費 35,815,000 35,815,000 18,819,000

08 土 木 費 03 河 川 費 117,580,000 85,340,000

08 土 木 費 03 河 川 費

08 土 木 費 03 河 川 費 70,648,000 63,458,000

43,700,000 10,823,000

農 林 施 設 災 害 復 旧 事 業

土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業

70,200,000

1,639,000

63,400,000 58,000

97,200,000 91,000

85,300,000 40,000

16,900,000

117,804,000 97,291,000

11 災害復旧費 02
土 木 施 設
災害復旧費

130,371,000 109,363,000 54,840,000

4,000,000 4,000,000

31,173,000 40,000消 防 施 設 整 備 事 業 31,173,000

38,620,000

事 務 局 総 務 事 務 事 業

08 土 木 費 03 河 川 費 1,639,000 1,639,000

11 災害復旧費 01
農 林 施 設
災害復旧費

29,000,000 29,000,000

371,0003,800,000

20,000,000 56,000社会教育費 川 上 総 合 学 習 セ ン タ ー 運 営 管 理 事 業 20,056,000

1,055,000 27,945,000

10

10 教 育 費 07 保健体育費 学 校 給 食 セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業

01

06 社会教育費 文 化 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業 33,368,000

教 育 費

教 育 費

10 20,056,000教 育 費 06

08 土 木 費

10

09 消 防 費

08 土 木 費 02 77,568,000

32,177,000

消 防 費01

緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業

緊 急 浚 渫 推 進 事 業

内 水 排 除 施 設 整 備 事 業

街 路 整 備 事 業

道路橋梁費 市 道 防 災 安 全 事 業02

08 土 木 費 住 宅 費 市 営 住 宅 建 設 事 業

16,400,000

33,368,000

遠 距 離 通 学 事 業教育総務費

16,400,000 16,400,000

10 33,300,000

教 育 費

4,171,0004,171,000

70,281,000 16,000

38,620,000

32,177,000

教育総務費

68,000

33,000

11,820,000

31,100,000

96,000

12,600,000 615,000

65,000

18,962,000

（単位：円）

高 梁 市 地 域 開 発 事 業 特 別 会 計

款 項 事業名 金額 翌年度繰越額
左の財源内訳

既収入特定財源
未収入特定財源

一般財源
国庫支出金 県支出金 地方債 その他

道路橋梁費

05 26,800,000

4,000,00001

緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業

河 川 管 理 事 業

03
工 業 団 地
造成事業費

01 造成事業費 有 漢 工 業 団 地 造 成 事 業 189,944,000 189,944,000 189,944,000

（単位：円）

款 項 事業名 金額 翌年度繰越額

左の財源内訳

既収入特定財源
未収入特定財源

一般財源
国庫支出金 県支出金 地方債 その他

9
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（参考） 

地方自治法施行令（抜すい） 

（繰越明許費） 

第１４６条 略 

２ 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、

 翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなけ

 ればならない。 

３ 略 
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報告第３号 

令和６年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算繰越計算書について 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に基づき、別紙のとお

り繰越計算書を調製したので報告する。 

令和７年６月６日提出        

高梁市長  石 田 芳 生   



企業債
当年度損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円 円 円 　

１　資本的支出 １　建設改良費 １　施設整備費 55,018,000 19,214,800 9,911,000 9,900,000 11,000 25,892,200 0

MRI棟改修実施設
計について、岡山
県との協議に時間
を要したため。

55,018,000 19,214,800 9,911,000 9,900,000 11,000 25,892,200 0 　

令和６年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算繰越計算書

不用額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説　　明

合　　　　計

左の財源内訳

予算計上額 支払義務発生額 翌年度繰越額款 項 事業名

12
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（参考）         

地方公営企業法（抜すい） 

（予算の繰越）         

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務

が生じなかったものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用す

ることができる。  

２ 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年度において

使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約

その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについては、

管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して使用することができる。  

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体の長に繰

越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、

次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。 

 



 



15 

報告第４号 

令和６年度高梁市水道事業特別会計予算繰越計算書について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に基づき、別紙のとお

り繰越計算書を調製したので報告する。 

令和７年６月６日提出 

高梁市長  石 田 芳 生   



国庫補助金 企業債 補償費
当年度損益勘定

留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円 円 　

１ 資本的
   支出

１　建設
    改良費

水道管支障移
転事業

10,000,000 3,080,000 6,920,000 0 0 6,920,000 0 0 0

県の国道改良事
業に関する水道
管の支障移転工
事で、本体工事
の進捗に合せて
適正な工期を確
保したため。

１ 資本的
   支出

１　建設
    改良費

管路更新事業 21,278,000 0 21,278,000 5,900,000 11,800,000 0 3,578,000 0 0

国の令和６年１
２月補正予算に
よる事業であ
り、適正な工期
を確保したた
め。

31,278,000 3,080,000 28,198,000 5,900,000 11,800,000 6,920,000 3,578,000 0 0 　

不用額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の

購入限度額

説　　明

合　　　　計

令和６年度高梁市水道事業特別会計予算繰越計算書

款 項 事業名 予算計上額 支払義務発生額 翌年度繰越額

左の財源内訳

16
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（参考） 

地方公営企業法（抜すい） 

 （予算の繰越） 

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務

が生じなかったものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用す

ることができる。 

２ 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年度において

使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約

その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについては、

管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して使用することができる。 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体の長に繰

越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、

次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。 



 



19 

報告第５号 

令和６年度高梁市下水道事業特別会計継続費繰越計算書について 

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第１項の規定に基づき、

別紙のとおり継続費繰越計算書を調製したので報告する。 

令和７年６月６日提出        

高梁市長  石 田 芳 生   



予算計上額
前年度

逓次繰越額
計 国庫補助金 企業債

当年度損益勘
定留保資金等

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１ 資本的
   支出

１　建設
    改良費

落合雨水ポ
ンプ場整備
事業

2,417,412,000 926,952,000 363,000,000 1,289,952,000 612,100,000 677,852,000 677,852,000 228,276,000 449,500,000 76,000 0

2,417,412,000 926,952,000 363,000,000 1,289,952,000 612,100,000 677,852,000 677,852,000 228,276,000 449,500,000 76,000 0

継続費の総額

令和６年度　継続費予算現額

合　　　　計

令和６年度高梁市下水道事業特別会計継続費繰越計算書

款 項 事業名
支払義務発生
（見込）額

残額
翌年度

逓次繰越額

左の財源内訳
翌年度逓次繰
越額に係る繰
越を要するた
な卸資産の購
入限度額

20
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（参考） 

地方公営企業法施行令（抜すい） 

 （継続費） 

第１８条の２ 地方公営企業の継続費に係る毎事業年度の支出予定額のうち、当該事業年度内

に支払義務が生じなかったものがある場合においては、管理者は、その額を継続年度の終わ

りまで逓次繰り越して使用することができる。この場合においては、管理者は、地方公共団

体の長に、継続費繰越額の使用に関する計画について、継続費繰越計算書をもって翌事業年

度の５月３１日までに報告するものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議にお

いてその旨を議会に報告しなければならない。 

２・３ 略 
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報告第６号 

令和６年度高梁市下水道事業特別会計予算繰越計算書について 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に基づき、別紙のとお

り繰越計算書を調製したので報告する。 

令和７年６月６日提出        

高梁市長  石 田 芳 生   

 



国庫補助金 企業債 補償費
当年度損益勘
定留保資金等

円 円 円 円 円 円 円 円 円 　

１ 資本的
   支出

１　建設
    改良費

市場汚水幹線
改修事業

239,900,000 0 239,900,000 100,846,000 139,000,000 0 54,000 0 0

住宅が隣接している
市道下に埋設してあ
る下水道管の改修事
業で、周辺住宅への
影響が少ない工法の
検討に日数を要した
ため。

１ 資本的
   支出

１　建設
    改良費

落合町阿部地
内公共桝設置
工事

3,500,000 0 3,500,000 0 3,500,000 0 0 0 0

宅地造成に伴う公共
桝設置工事で、本体
工事の進捗に合わせ
て適正な工期を確保
したため。

１ 資本的
   支出

１　建設
    改良費

落合町阿部
313号マン
ホール改修工
事

5,000,000 0 5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0

県の国道補修工事に
関するマンホール蓋
の支障移転工事で、
本体工事の進捗に合
わせて適正な工期を
確保したため。

１ 資本的
   支出

１　建設
    改良費

汚水管支障移
転事業

10,000,000 2,770,000 7,230,000 0 0 7,230,000 0 0 0

県の国道改良事業に
関する汚水管の支障
移転工事で、本体工
事の進捗に合わせて
適正な工期を確保し
たため。

258,400,000 2,770,000 255,630,000 100,846,000 147,500,000 7,230,000 54,000 0 0 　合　　　　計

令和６年度高梁市下水道事業特別会計予算繰越計算書

款 項 事業名
予算

計上額
支払義務
発生額

翌年度繰越額

左の財源内訳

不用額

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限
度額

説　　明

24
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（参考） 

地方公営企業法（抜すい） 

 （予算の繰越） 

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務

が生じなかったものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用す

ることができる。 

２ 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年度において

使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約

その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについては、

管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して使用することができる。 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体の長に繰

越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、

次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。 
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議案第６２号 

専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

令和７年６月６日提出 

高梁市長  石 田 芳 生   

 

番  号 件          名 頁 

専決第４号 高梁市税条例の一部を改正する条例 29 

専決第５号 高梁市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 51 

専決第７号 令和７年度高梁市下水道事業特別会計補正予算（第 1 号） 55 
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専決第４号 

   高梁市税条例の一部を改正する条例 

 高梁市税条例の一部を次のとおり改正するため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づ

き専決処分する。 

  令和７年３月３１日専決 

高梁市長  石 田 芳 生   

 

高梁市条例第２８号 

（令和７年３月３１日制定）   

高梁市税条例の一部を改正する条例 

高梁市税条例（平成１６年高梁市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 

第１８条中「公示送達は、」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公示事項をいう。以

下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規

則」という。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができ

る状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を」を加え、「掲示して行う」

を「掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧

をすることができる状態に置く措置をとることによってする」に改める。 

 

第１８条の３中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」とい

う。）」を「施行規則」に改める。 

 

第３４条の２中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」に改める。 

 

第３６条の２第１項ただし書中「若しくは法第３１４条の２第４項」を「、法第３１４条の

２第４項」に改め、「扶養控除額」の次に「若しくは特定親族特別控除額（特定親族（同条第

１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１項第３号及び第３６条の３の

３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）に係る

ものを除く。）」を加える。 
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第３６条の３の２第１項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える。 

 

第３６条の３の３第１項中「者に限る。）」の次に「若しくは特定親族（退職手当等に係る

所得を有する者であって、合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）」を加え、同項

第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える。 

 

第８２条第１号ア中「エ」を「ウ及びオ」に改め、同号イ中「又は」を「（ウに掲げるもの

を除く。）又は」に改め、同号エを同号オとし、同号ウ中「又は」を「（ウに掲げるものを除

く。）又は」に改め、同号ウを同号エとし、同号イの次に次のように加える。 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が４．０キロワット

以下のもの 年額 ２，０００円 

 

第８９条第２項第５号中「定格出力」の次に「（第８２条第１号ウに掲げる原動機付自転車

にあっては、原動機の総排気量及び最高出力）」を加える。 

 

第９０条第２項中「身体障害者又は」を「身体障害者若しくは」に、「を提示」を「又はこ

れらの者の特定免許情報（同法第９５条の２第２項に規定する特定免許情報をいう。次項にお

いて同じ。）が記録された免許情報記録個人番号カード（同法第９５条の２第４項に規定する

免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。）を提示」に改め、同項第５号中

「の番号、交付年月日及び」を「又は道路交通法第９５条の２第２項第１号に規定する免許情

報記録（以下この号において「免許情報記録」という。）の番号、運転免許の年月日、運転免

許証又は免許情報記録の」に改め、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項

の次に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録

個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければなら

ない。 

 

附則第１０条の２第１５項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」に改
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め、同条第１６項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３７項」に改める。 

 

附則第１０条の３第１５項を同条第１６項とし、同条第１４項を同条第１５項とし、同条第

１３項の次に次の１項を加える。 

１４ 市長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所有に係

る家屋については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、マンションの管理の適

正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第５条の２第１項に規定する管理組

合の管理者等から法附則第１５条の９の３第２項に規定する期間内に施行規則附則第７条第

１７項各号に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが法附則第１５条の９の

３第１項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第

１項の規定を適用することができる。 

 

附則第１０条の４を削る。 

 

附則第１０条の５第１項各号列記以外の部分中「附則第１６条の４第１項」を「附則第１６

条の２第１項」に、「附則第１６条の４第６項」を「附則第１６条の２第６項」に改め、同項

第１号中「附則第１２条の６第１項第３号」を「附則第１２条の４第１項第３号」に改め、同

項第２号及び第３号中「附則第１６条の４第１項」を「附則第１６条の２第１項」に改め、同

条第２項中「附則第１６条の４第１項」を「附則第１６条の２第１項」に、「令和５年度及び

令和６年度分」を「令和７年度及び令和８年度分」に改め、同条第３項中「附則第１６条の４

第４項」を「附則第１６条の２第４項」に改め、同項第３号及び第５号中「附則第１６条の４

第３項」を「附則第１６条の２第３項」に改め、同条第４項中「附則第１６条の４第９項」を

「附則第１６条の２第９項」に改め、同条を附則第１０条の４とする。 

 

附則第１６条の２の次に次の１条を加える。 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第１６条の２の２ 令和８年４月１日以後に第９２条の２第１項の売渡し又は同条第２項の売

渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という。）が行われた加熱式たばこ（第９

２条第１号オに掲げる加熱式たばこをいい、第９３条の２の規定により製造たばことみなさ
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れるものを含む。以下この条において同じ。）に係る第９４条第１項の製造たばこの本数

は、同条第３項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める方法により換算した紙巻たばこ（第９２条第１号アに掲げる紙巻たばこをいう。以下

この項及び次項において同じ。）の本数によるものとする。 

(1) 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう。）を原料の全部又

は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ（当該葉たば

こを原料の全部又は一部としたものを施行規則附則第８条の４の２に規定するところによ

り直接加熱することによって喫煙の用に供されるものに限る。） 当該加熱式たばこの重

量（フィルターその他の施行規則附則第８条の４の３に規定するものに係る部分の重量を

除く。以下この項から第３項までにおいて同じ。）の０．３５グラムをもって紙巻たばこ

の１本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの１本当たりの重量が０．３５グラム

未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換算す

る方法 

(2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の０．２グラムをも

って紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの１個当た

りの重量が４グラム未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの品目ごとの１個をも

って紙巻たばこの２０本に換算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適用を受けるもの及び

同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこの本数に換算

する場合における計算は、売渡し等が行われた加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量

に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計

し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に０．１グラム未

満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定により製造たばことみなされる

ものに限る。）のうち、次に掲げるものについては、同号ただし書の規定は、適用しない。 

(1) 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの 

(2) 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定により製造たばことみなさ

れるものを除く。）と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ（同条の規定により製造た
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ばことみなされるものに限る。）であって当該加熱式たばこのみの品目のもの 

 

附則第２３条の３第２項中「第１０項、第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、

第２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第４０項若しくは第４４項」を

「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項

から第３４項まで、第３７項、第３８項、第４２項若しくは第４５項」に改める。 

 

附 則（令和７年高梁市条例第２８号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

(1) 第３４条の２、第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の２第１項第３号及び第３６

条の３の３第１項の改正規定並びに附則第３条の規定 令和８年１月１日 

(2) 附則第１６条の２の次に１条を加える改正規定及び附則第６条の規定 令和８年４月１日 

(3) 第１８条及び第１８条の３の改正規定並びに次条の規定 地方税法等の一部を改正する法

律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日 

（公示送達に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の高梁市税条例（以下「新条例」という。）第１８条の規定は、前

条第３号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達

については、なお従前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第３４条の２及び第３６条の２第１項ただし書の規定は、令和８年度以後の年度

分の個人の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の市民税については、なお従前の

例による。 

２ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第１項の規定の

適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規

定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１項第３号及び第３６条の３の３第１項において

同じ。）（前年の合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）」とある

のは、「特定親族特別控除額」とする。 
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３ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日（以下

「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例第３６条の２第１項ただし書に規定す

る給与について提出する新条例第３６条の３の２第１項及び第３項の規定による申告書につい

て適用し、１号施行日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の高梁市税条例（以下「旧

条例」という。）第３６条の２第１項ただし書に規定する給与について提出した旧条例第３６条

の３の２第１項及び第３項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

４ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０３条の７の

規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）について提出す

る新条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書について適用し、１号施行日前に支払を

受けるべき公的年金等について提出した旧条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書に

ついては、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和７年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用し、令和６年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第５条 新条例第８２条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度以後の年度分の軽自

動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従

前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 次項に定めるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は

課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第１６条の２の２第１項に規定する加熱式たばこ

をいう。次項において同じ。）に係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

２ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に、市税条例第９２条の２第１項の売渡し又

は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同条例第９４条第１項の

製造たばこの本数は、同条第３項及び新条例附則第条の２の２の規定にかかわらず、次に掲げ

る製造たばこの本数の合計数によるものとする。 

(1) 高梁市税条例第９４条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（新条例附則第１６条の２

の２第 1 項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。）の本数に０．５を乗じて計
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算した製造たばこの本数 

(2) 新条例附則第１６条の２の２の規定により換算した紙巻たばこの本数に０．５を乗じて

計算した製造たばこの本数 

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨て

るものとする。 
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（参考）                       高梁市税条例新旧対照表 

改正案 現行 

(公示送達) (公示送達) 

第18条 法第20条の2の規定による公示送達は、公示事項(同条第2項に

規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。)を地方税法施

行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条

の8第1項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することがで

きる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を

高梁市公告式条例(平成16年高梁市条例第3号)第2条に規定する掲示

場に掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子計算機の映

像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をと

ることによってするものとする。 

第18条 法第20条の2の規定による公示送達は、高梁市公告式条例(平

成16年高梁市条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うもの

とする。 

(納税証明事項) (納税証明事項) 

第18条の3 施行規則第1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車両

法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車

又は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により種

別割を滞納している場合においてその旨とする。 

第18条の3 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行

規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車両法

(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又

は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により種別

割を滞納している場合においてその旨とする。 

(所得控除) (所得控除) 

第34条の2 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれか

に掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第11項ま

での規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小

第34条の2 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれか

に掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第11項ま

での規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小
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規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除

額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特定親族特

別控除額を、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納

税義務者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定により基

礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金

額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除

額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合

計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、

同条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれそ

の者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は

山林所得金額から控除する。 

(市民税の申告) (市民税の申告) 

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、施行規

則第5号の4様式(別表)による申告書を市長に提出しなければならな

い。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報

告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日

現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中に

おいて給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった

者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、

小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の

合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第

1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所

得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当し

ないものに係るものを除く。)、法第314条の2第4項に規定する扶養

控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(同条第1項第12号に規

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、施行規

則第5号の4様式(別表)による申告書を市長に提出しなければならな

い。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報

告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日

現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中に

おいて給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった

者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、

小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の

合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第

1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所

得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当し

ないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定す

る扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費
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定する特定親族をいう。第36条の3の2第1項第3号及び第36条の3の3

第1項において同じ。)(前年の合計所得金額が85万円以下であるもの

に限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額

若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の

金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控

除若しくは第34条の7の規定により控除すべき金額(以下この条にお

いて「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを

除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった

者」という。)及び第24条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1

項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)については、この限りでな

い。 

控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同

条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34

条の7の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税

額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この

条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及

び第24条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の

(二)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。 

2～9 略 2～9 略 

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書) (個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書) 

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得

者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際

に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において

「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前

日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければ

ならない。 

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得

者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際

に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において

「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前

日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければ

ならない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 (3) 扶養親族の氏名 
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(4) 略 (4) 略 

2～6 略 2～6 略 

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書) (個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書) 

第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項

に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるも

のを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受

ける者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が9

00万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退

職手当等(第53条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項にお

いて同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円

以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親

族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係

る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得

を有する者であって、合計所得金額が85万円以下であるものに限

る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」とい

う。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由す

べき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下

この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的

年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者

を経由して、市長に提出しなければならない。 

第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項

に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるも

のを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受

ける者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が9

00万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退

職手当等(第53条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項にお

いて同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円

以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親

族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係

る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年

金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の

提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年

金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)か

ら毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則

で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該

公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 
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(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 (3) 扶養親族の氏名 

(4) 略 (4) 略 

2～5 略 2～5 略 

(種別割の税率) (種別割の税率) 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率

は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率

は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車 

ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワ

ット以下のもの(ウ及びオに掲げるものを除く。) 年額 2,000

円 

ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワ

ット以下のもの(エに掲げるものを除く。) 年額 2,000円 

イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル

以下のもの(ウに掲げるものを除く。)又は定格出力が0.6キロワ

ットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円 

イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル

以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワッ

ト以下のもの 年額 2,000円 

ウ 2輪のもので、総排気量が0.125リットル以下かつ最高出力が

4.0キロワット以下のもの 年額 2,000円 

 

エ 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの(ウに掲

げるものを除く。)又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 

年額 2,400円 

ウ 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格

出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円 

オ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有

するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル

以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、か

つ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保

エ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有

するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル

以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、か

つ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保
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安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定す

る特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リット

ルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 

年額 3,700円 

安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定す

る特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リット

ルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 

年額 3,700円 

(2)・(3) 略 (2)・(3) 略 

(種別割の減免) (種別割の減免) 

第89条 略 第89条 略 

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限前

7日までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び

次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明す

る書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限前

7日までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び

次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明す

る書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 原動機の総排気量又は定格出力(第82条第1号ウに掲げる原動機

付自転車にあっては、原動機の総排気量及び最高出力) 

(5) 原動機の総排気量又は定格出力 

(6)～(8) 略 (6)～(8) 略 

3 略 3 略 

(身体障害者等に対する種別割の減免) (身体障害者等に対する種別割の減免) 

第90条 略 第90条 略 

2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納

期限前7日までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律

第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特

別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の

2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納

期限前7日までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律

第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特

別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の
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交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものに

あっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者

手帳」という。)、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療

育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に

より交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神

障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105

号)第92条の規定により交付された身体障害者若しくは身体障害者等

と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成

される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項

において「運転免許証」という。)又はこれらの者の特定免許情報(同

法第95条の2第2項に規定する特定免許情報をいう。次項において同

じ。)が記録された免許情報記録個人番号カード(同法第95条の2第4

項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同

じ。)を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免

を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければなら

ない。 

交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものに

あっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者

手帳」という。)、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療

育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に

より交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神

障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105

号)第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生

計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成され

る世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項にお

いて「運転免許証」という。)を提示するとともに、次に掲げる事項

を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付し

て、提出しなければならない。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 運転免許証又は道路交通法第95条の2第2項第1号に規定する免

許情報記録(以下この号において「免許情報記録」という。)の番

号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録の有効期限

並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件 

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の

種類及び条件が附されている場合にはその条件 

(6) 略 (6) 略 
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3 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したとき

は、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を

確認するために必要な措置を受けなければならない。 

 

4・5 略 3・4 略 

附 則 附 則 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合) (法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合) 

第10条の2 略 第10条の2 略 

2～14 略 2～14 略 

15 法附則第15条第36項に規定する市町村の条例で定める割合は、3

分の2とする。 

15 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は、3

分の2とする。 

16 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は、2

分の1とする。 

16 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は、2

分の1とする。 

17・18 略 17・18 略 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告) 

第10条の3 略 第10条の3 略 

2～13 略 2～13 略 

14 市長は、法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに

係る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかっ

た場合においても、マンションの管理の適正化の推進に関する法律

(平成12年法律第149号)第5条の2第1項に規定する管理組合の管理者

等から法附則第15条の9の第2項に規定する期間内に施行規則附則第
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7条第17項各号に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定マンショ

ンが法附則第15条の9の3第1項に規定する要件に該当すると認めら

れるときは、前項の規定にかかわらず、同条第1項の規定を適用する

ことができる。 

15・16 略 14・15 略 

 (平成30年7月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする

者がすべき申告等) 

 第10条の4 法附則第16条の3第1項(同条第2項において準用する場合

を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属

する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提

出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称)並びに当該納税義務者が令附則第12条の5第1項第3号から第5

号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっ

ては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2

号に掲げる者との関係 

(2) 法附則第16条の3第1項に規定する被災住宅用地の上に平成30年

度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第16条の3第1項(同条

第2項において準用する場合及び同条第6項(同条第7項において準

用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含

む。)の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項
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に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することがで

きない理由 

(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

2 法附則第16条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)

の規定の適用を受ける土地に係る令和5年度及び令和6年度分の固定

資産税については、第74条の規定は適用しない。 

3 法附則第16条の3第4項に規定する特定被災共用土地(以下この項に

おいて「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の

申出は、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者(以下この項に

おいて「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が毎年1

月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行

わなければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番

号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称) 

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途 

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第16条の3第3項に規定する被災

区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにそ

の用途 

(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特

定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の

割合 

(5) 法附則第16条の3第3項の規定により按分する場合に用いられる

割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法 

4 法附則第16条の3第9項の規定により特定被災共用土地とみなされ
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た特定仮換地等(以下この項において「特定仮換地等」という。)に係

る固定資産税額の按分の申出については、前項中「特定被災共用土

地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定

被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、「特定被災共

用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である

特定被災共用土地に」とする。 

(令和2年7月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者

がすべき申告等) 

(令和2年7月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者

がすべき申告等) 

第10条の4 法附則第16条の2第1項(同条第2項において準用する場合

を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属

する年の1月31日(第54条第6項の規定により同項に規定する仮換地等

に係る同条第1項の所有者とみなされた者が当該仮換地等について法

附則第16条の2第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規

定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用を受けようと

する場合にあっては、当該年度の初日の属する年の1月31日)までに

次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。 

第10条の5 法附則第16条の4第1項(同条第2項において準用する場合

を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属

する年の1月31日(第54条第6項の規定により同項に規定する仮換地等

に係る同条第1項の所有者とみなされた者が当該仮換地等について法

附則第16条の4第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規

定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用を受けようと

する場合にあっては、当該年度の初日の属する年の1月31日)までに

次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称)並びに当該納税義務者が令附則第12条の4第1項第3号から第5

号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっ

ては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2

号に掲げる者との関係 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称)並びに当該納税義務者が令附則第12条の6第1項第3号から第5

号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっ

ては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2

号に掲げる者との関係 
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(2) 法附則第16条の2第1項に規定する被災住宅用地の上に令和2年

度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

(2) 法附則第16条の4第1項に規定する被災住宅用地の上に令和2年

度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第16条の2第1項(同条

第2項において準用する場合及び同条第6項(同条第7項において準

用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含

む。)の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項

に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することがで

きない理由 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第16条の4第1項(同条

第2項において準用する場合及び同条第6項(同条第7項において準

用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含

む。)の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項

に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することがで

きない理由 

(4) 略 (4) 略 

2 法附則第16条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)

の規定の適用を受ける土地に係る令和7年度及び令和8年度分の固定

資産税については、第74条の規定は適用しない。 

2 法附則第16条の4第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)

の規定の適用を受ける土地に係る令和5年度及び令和6年度分の固定

資産税については、第74条の規定は適用しない。 

3 法附則第16条の2第4項に規定する特定被災共用土地(以下この項に

おいて「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の

申出は、同条第4項に規定する特定被災共用土地納税義務者(以下こ

の項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が

毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出し

て行わなければならない。 

3 法附則第16条の4第4項に規定する特定被災共用土地(以下この項に

おいて「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の

申出は、同条第4項に規定する特定被災共用土地納税義務者(以下こ

の項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が

毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出し

て行わなければならない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第16条の2第3項に規定する被災

区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにそ

の用途 

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第16条の4第3項に規定する被災

区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにそ

の用途 

(4) 略 (4) 略 



 

48 

(5) 法附則第16条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる

割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法 

(5) 法附則第16条の4第3項の規定により按分する場合に用いられる

割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法 

4 法附則第16条の2第9項の規定により特定被災共用土地とみなされ

た特定仮換地等(以下この項において「特定仮換地等」という。)に係

る固定資産税額の按分の申出については、前項中「特定被災共用土

地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定

被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、「特定被災共

用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である

特定被災共用土地に」とする。 

4 法附則第16条の4第9項の規定により特定被災共用土地とみなされ

た特定仮換地等(以下この項において「特定仮換地等」という。)に係

る固定資産税額の按分の申出については、前項中「特定被災共用土

地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定

被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、「特定被災共

用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である

特定被災共用土地に」とする。 

(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例) 

第16条の2の2 令和8年4月1日以後に第92条の2第1項の売渡し又は同

条第2項の売渡し若しくは消費等(次項において「売渡し等」とい

う。)が行われた加熱式たばこ(第92条第1号オに掲げる加熱式たばこ

をいい、第93条の2の規定により製造たばことみなされるものを含

む。以下この条において同じ。)に係る第94条第1項の製造たばこの

本数は、同条第3項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(第

92条第1号アに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項におい

て同じ。)の本数によるものとする。 

(1) 葉たばこ(たばこ事業法第2条第2号に規定する葉たばこをい

う。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材

料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一

部としたものを施行規則附則第8条の4の2に規定するところにより
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直接加熱することによって喫煙の用に供されるものに限る。) 当

該加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則附則第8条の4

の3に規定するものに係る部分の重量を除く。以下この項から第3

項までにおいて同じ。)の0.35グラムをもって紙巻たばこの1本に

換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの1本当たりの重量が0.

35グラム未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの1本をも

って紙巻たばこの1本に換算する方法 

(2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重

量の0.2グラムをもって紙巻たばこの1本に換算する方法。ただ

し、当該加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量が4グラム未

満である場合にあっては、当該加熱式たばこの品目ごとの1個をも

って紙巻たばこの20本に換算する方法 

2 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第1号ただし書の規定の

適用を受けるもの及び同項第2号ただし書の規定の適用を受けるもの

以外のものの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算

は、売渡し等が行われた加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量

に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同項各号

に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換

算する方法により行うものとする。 

3 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの

重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる

ものとする。 

4 第1項第2号に掲げる加熱式たばこ(第93条の2の規定により製造たば

ことみなされるものに限る。)のうち、次に掲げるものについては、
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同号ただし書の規定は、適用しない。 

(1) 第1項第1号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供される

もの 

(2) 第1項第2号に掲げる加熱式たばこ(第93条の2の規定により製造

たばことみなされるものを除く。)と併せて喫煙の用に供される加

熱式たばこ(同条の規定により製造たばことみなされるものに限

る。)であって当該加熱式たばこのみの品目のもの 

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例) (市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例) 

第23条の3 略 第23条の3 略 

2 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第2

0項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、

第42項若しくは第45項、第15条の2第2項又は第15条の3の規定の適

用がある各年度分の都市計画税に限り、第152条第2項中「又は第34

項」とあるのは「若しくは第34項又は法附則第15条から第15条の3

まで」とする。 

2 法附則第15条第1項、第10項、第14項から第18項まで、第20項、第

21項、第25項、第28項、第32項から第36項まで、第39項、第40項

若しくは第44項、第15条の2第2項又は第15条の3の規定の適用があ

る各年度分の都市計画税に限り、第152条第2項中「又は第34項」と

あるのは「若しくは第34項又は法附則第15条から第15条の3まで」

とする。 
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専決第５号 

   高梁市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 高梁市国民健康保険税条例の一部を次のとおり改正するため、地方自治法第１７９条第１項

の規定に基づき専決処分する。 

  令和７年３月３１日専決 

                          高梁市長  石 田 芳 生   

 

高梁市条例第２９号 

（令和７年３月３１日制定）   

   高梁市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 高梁市国民健康保険税条例（平成１６年高梁市条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第２項ただし書中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第３項ただし書中「２４

万円」を「２６万円」に改める。 

 

第２１条第１項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円」に改め、同項

第２号中「２９万５，０００円」を「３０万５，０００円」に改め、同項第３号中「５４万５，

０００円」を「５６万円」に改める。 

 

   附 則（令和７年高梁市条例第２９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の高梁市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。 
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（参考）                     高梁市国民健康保険税条例新旧対照表                         

改正案 現行 

(課税額) (課税額) 

第2条 略 第2条 略 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が66万円を超える場合においては、基礎課税額は、6

6万円とする。 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、6

5万円とする。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世

帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合計額が26万円を超える場合においては、後期高齢者支援金

等課税額は、26万円とする。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世

帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合計額が24万円を超える場合においては、後期高齢者支援金

等課税額は、24万円とする。 

4 略 4 略 

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第21条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額か

らア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万

円を超える場合には、66万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た

額が26万円を超える場合には、26万円)並びに同条第4項本文の介護納

第21条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額か

らア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万

円を超える場合には、65万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た

額が24万円を超える場合には、24万円)並びに同条第4項本文の介護納



 

 

53 

付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して

得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。 

付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して

得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2

以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び

特定同一世帯所属者1人につき30万5,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2

以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び

特定同一世帯所属者1人につき29万5,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) 

ア～カ 略 ア～カ 略 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2

以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び

特定同一世帯所属者1人につき56万円を加算した金額を超えない世

帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。) 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2

以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び

特定同一世帯所属者1人につき54万5,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。) 

ア～カ 略 ア～カ 略 

2・3 略 2・3 略 
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専決第７号 

 

令和７年度高梁市下水道事業特別会計 

補正予算（第１号） 

 

（総   則） 

第１条 令和７年度高梁市下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和７年度高梁市下水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第３条本文に「なお、

営業費用中委託料６，０００千円の財源に充てるため、企業債３，６００千円を借り入れる。」を

加え、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

収   入                                （単位 千円） 

科   目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 下水道事業収益 ８９６，３０８ ２，３２６ ８９８，６３４ 

第２項 営業外収益 ４６６，０６３ ２，３２６ ４６８，３８９ 

支   出                                （単位 千円） 

科   目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 下水道事業費用 ９０７，９１４ ６，０００ ９１３，９１４ 

第１項 営業費用 ８２９，２０３ ６，０００ ８３５，２０３ 

 

（企業債） 

第３条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

（単位 千円） 

起債の目的 
補正前 補正後 

限度額 限度額 

下水道事業 ７３３，３００ ７３６，９００ 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分する。 

 

令和７年４月１０日専決 

 

高梁市長  石 田 芳 生    



 

 



収　　　入 （単位　千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　　　　考

1. 下水道事業収益 896,308 2,326 898,634

(2) 営 業 外 収 益 466,063 2,326 468,389

2 補 助 金 0 2,326 2,326

支　　　出 （単位　千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　　　　考

1. 下水道事業費用 907,914 6,000 913,914

(1) 営 業 費 用 829,203 6,000 835,203

1 管 渠 費 39,188 6,000 45,188

項 目

令和７年度高梁市下水道事業特別会計補正予算（第１号）実施計画

（　収　益　的　収　入　及　び　支　出　）

款 項 目

款
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当年度純利益又は当年度純損失（△）

減価償却費

資産減耗費

貸倒引当金の増減額（△は減少）

賞与引当金の増減額（△は減少）

法定福利費引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入

受取利息及び配当金

支払利息

未収金の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

その他の企業債の発行による収入

　　　　　　　　小　計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー（合計）

有形固定資産の取得による支出

国庫補助金収入

受益者負担金等による収入

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー（合計）

建設改良企業債による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー（合計）

令和７年度高梁市下水道事業特別会計補正予算（第１号）予定キャッシュ・フロー計算書

（ 令和７年４月１日 から 令和８年３月３１日 まで ）

△

３４０,５９６ ７４ ３４０,５２２

１ ０ １

△ ７２,５８１

８０ ８０

１７６,２６１０

０

１７６,２６１

１

０ ０

４１,４７９

０

１ ０

７２,５８１７２,５８１ ０

４１,１４５ ３３４

３,３４０

４１１

０

４８８,９１８

４１１ ０

１,３５１

１３,７７８

４８８,９１８ ０

１０,４３８

１,３５１

５,１００

△

０ ５,１００

区　　　　　　　分 既決予定額 補正予定額 計

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

９,３０８

０

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

８６０,６０４ ０ ８６０,６０４△ △

５４４,４６２ ０ ５４４,４６２△ △建設改良企業債の償還による支出

４９４,９３２ ０ ４９４,９３２△ △

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

７３３,３００ ０ ７３３,３００

４０２,１８８

Ⅴ 資金期首残高 ２４４,９３６ ０ ２４４,９３６

Ⅳ 資金増加額又は減少額(△）

４０２,１８８ ０

４２０,１３４Ⅵ 資金期末残高 ４２０,２０８ △ ７４

１７５,２７２ ７４ １７５,１９８△

△

△

△

△

△

７２,５８１

２６８,０１６ ７４ ２６７,９４２

９,３０８ ０

０ ０

△

０ ３,６００ ３,６００

３５６,３６４

０

△

他会計からの出資による収入

他会計からの負担金による収入

１５１,２２７ ０ １５１,２２７

６２,１２３ ０ ６２,１２３

（単位　千円）

△

△

△

３５６,３６４ ０

△
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（単位　千円）

１

(1)

(ｲ) 831,836

(ﾛ) 1,425,398

△ 915,784 509,614

(ﾊ) 19,067,983

△ 9,224,284 9,843,699

(ﾆ) 7,481,066

△ 5,583,971 1,897,095

(ﾎ) 1,740

△ 1,653 87

(ﾍ)  495,987

13,578,318

13,578,318

２

(1) 420,134

(2) 203,058

△ 4,709 198,349

(3) 4,453

622,936

14,201,254

前 払 金

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

現 金 ・ 預 金

未 収 金

未 収 金 貸 倒 引 当 金

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

土 地

車 両 運 搬 具

車両運搬具減価償却累計額

建 物

建 物 減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

機械及び装置減価償却累計額

令和７年度高梁市下水道事業特別会計予定貸借対照表

（令和８年３月３１日）

資　　　　産　　　　の　　　　部

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 設 仮 勘 定

有 形 固 定 資 産 合 計
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３

(1)

(ｲ)

6,685,926

(ﾛ) 69,136

6,755,062

6,755,062

４

(1)

(ｲ)

523,362

523,362

(2) 58,648

(3)

(ｲ) 3,516

(ﾛ) 691

4,207

(4)

(ｲ) 200

200

586,417

５

11,549,307

△ 6,041,262

5,508,045

12,849,524

充 て る た め の 企 業 債

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

固 定 負 債

負　　　　債　　　　の　　　　部

企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

そ の 他 流 動 負 債 合 計

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

引 当 金 合 計

充 て る た め の 企 業 債

そ の 他 企 業 債

企 業 債 合 計

企 業 債 合 計

そ の 他 流 動 負 債

預 り 金

未 払 金

引 当 金

賞 与 引 当 金

法 定 福 利 費 引 当 金
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６

(1) 1,203,312

1,203,312

７

(1)

(ｲ) 266,742

266,742

(2)

(ｲ) △ 104,546

(ﾛ) △ 13,778

△ 118,324

148,418

1,351,730

14,201,254

剰 余 金

資　　　　本　　　　の　　　　部

資 本 金

資 本 金

資 本 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

資 本 剰 余 金

国 庫 補 助 金

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

当 年 度 純 利 益

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計
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　収　　　　　　入

1. 下 水 道 事 業 収 益 896,308 2,326 898,634

(2) 営 業 外 収 益 466,063 2,326 468,389

2 補 助 金 0 2,326 2,326

　支　　　　　　出

1. 下 水 道 事 業 費 用 907,914 6,000 913,914

(1) 営 業 費 用 829,203 6,000 835,203

1 管 渠 費 39,188 6,000 45,188

計款 項 目 既決予定額 補正予定額

令和７年度高梁市下水道事業特別会計補正予算（第１号）説明書

（　収　益　的　収　入　及　び　支　出　）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計
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（単位　千円）

金　　　　額

1. 補 助 金 2,326 国庫補助金 2,326

（単位　千円）

金　　　　額

11. 委 託 料 6,000 管路調査委託料等 6,000

節
説　　　　　　　　　　明

区　　　　　分

説　　　　　　　　　　明
区　　　　　分

節
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議案第６３号 

高梁市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例に関する条例の一部を

改正する条例 

高梁市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。 

 令和７年６月６日提出 

高梁市長  石 田 芳 生 

 

高梁市条例第  号 

（令和７年  月  日制定） 

高梁市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例に関する条例の一部を

改正する条例 

 高梁市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例に関する条例（平成３０年高梁市

条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「令和７年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改める。 

 

   附 則（令和７年高梁市条例第  号） 

 この条例は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

 

提 案 理 由 

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２６条の地方公共

団体等を定める省令の改正に伴い、所要の改正を行うため。 
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（参考）           高梁市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

(趣旨) (趣旨) 

第2条 この条例は、同意促進区域内において、法第4条第6項に規定す

る基本計画の同意の日から令和10年3月31日までに、前条に規定する

事業者が新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び償却資産

並びに当該家屋の敷地である土地(同意日以後に取得したものに限

り、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とす

る当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地

に限る。)に対して適用する。 

第2条 この条例は、同意促進区域内において、法第4条第6項に規定す

る基本計画の同意の日から令和7年3月31日までに、前条に規定する

事業者が新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び償却資産

並びに当該家屋の敷地である土地(同意日以後に取得したものに限

り、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とす

る当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地

に限る。)に対して適用する。 
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議案第６４号 

   高梁市病院・診療所等使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

高梁市病院・診療所等使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。 

  令和７年６月６日提出 

高梁市長  石 田 芳 生   

 

高梁市条例第  号 

（令和７年  月  日制定）   

高梁市病院・診療所等使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

高梁市病院・診療所等使用料及び手数料条例（平成１６年高梁市条例第２７７号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第３条第９項中「７１０円」を「７６０円」に改め、同条第１１項中「７４０円」を「７

６０円」に改める。 

  

 別表第４食事の項中「１，５７０円」を「１，７６０円」に改める。 

 

附 則（令和７年高梁市条例第  号） 

この条例は、令和７年８月１日から施行する。 

 

 

    提 案 理 由 

 物価高による食材等の高騰、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費

に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うた

め。 
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（参考）                                 高梁市病院・診療所等使用料及び手数料条例新旧対照表 

改正案 現行 

(使用料及び手数料の額) (使用料及び手数料の額) 

第3条 略 第3条 略 

2～8 略 2～8 略 

9 介護老人保健施設、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介

護を利用する者の居住費、滞在費及び食費は、別表第4に定める額と

し、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの

食費は、1食につき760円の範囲内の額とする。 

9 介護老人保健施設、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介

護を利用する者の居住費、滞在費及び食費は、別表第4に定める額とし、

通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの食費

は、1食につき710円の範囲内の額とする。 

10 略 10 略 

11 障害福祉サービスにおける短期入所を利用する者の食費は、1食に

つき760円の範囲内の額とする。 

11 障害福祉サービスにおける短期入所を利用する者の食費は、1食に

つき740円の範囲内の額とする。 

12 略 12 略 

別表第4(第3条関係) 
 

種別 負担額 

居住費 

滞在費 

厚生労働大臣が定める基準費用額(負担限度額の

適用がある者はその額) 

食事 1日1,760円(負担限度額の適用がある者はその額) 

特別の食事 1食につき、実費 

別表第4(第3条関係) 
 

種別 負担額 

居住費 

滞在費 

厚生労働大臣が定める基準費用額(負担限度額の

適用がある者はその額) 

食事 1日1,570円(負担限度額の適用がある者はその額) 

特別の食事 1食につき、実費 
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議案第６５号 

高梁市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例 

高梁市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和７年６月６日提出 

高梁市長  石 田 芳 生   

 

高梁市条例第  号 

（令和７年  月  日制定）   

高梁市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例 

高梁市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成

２６年高梁市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

 

第３７条第１項中「第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型」を「第２８条に規定する小規

模保育事業Ａ型」に、「第４２条第３項第１号」を「第４２条第３項」に、「第２７条に規定

する小規模保育事業Ｂ型」を「第３１条に規定する小規模保育事業Ｂ型」に、「同条」を「同

省令第３３条」に改める。 

 

第４２条第１項中「第５項」を「第７項」に改め、同項第１号中「を行う」を「（次項にお

いて「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、同条第２項及び第３項を削り、第９項

を第１１項とし、第４項から第８項までを２項ずつ繰り下げ、第１項の次に次の４項を加え

る。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく

困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、

前項第１号の規定を適用しないこととすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 
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ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び

責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置

が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ

型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」とい

う。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難

であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第１項第

２号の規定を適用しないこととすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のア及び

イに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任

の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講

じられていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な

措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者

であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

(1) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所（次号において

「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 

小規模保育事業Ａ型事業者等 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保

育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市長が認める者 

 

附則第４条中「１０年」を「１５年」に改める。 

 

  附 則（令和７年高梁市条例第  号） 
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 この条例は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

 

提 案 理 由 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うため。 
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（参考）        高梁市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改正案 現行 

第37条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法

第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において

同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以下、小規模

保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26

年厚生労働省令第61号)第28条に規定する小規模保育事業A型をい

う。第42条第3項において同じ。)及び小規模保育事業B型(同省令第3

1条に規定する小規模保育事業B型をいう。同号において同じ。)にあ

っては6人以上19人以下、小規模保育事業C型(同省令第33条に規定す

る小規模保育事業C型をいう。附則第4条において同じ。)にあっては6

人以上10人以下、居宅訪問型保育事業にあっては1人とする。 

第37条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法

第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において

同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以下、小規模

保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26

年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型をい

う。第42条第3項第1号において同じ。)及び小規模保育事業B型(同省

令第27条に規定する小規模保育事業B型をいう。同号において同じ。)

にあっては6人以上19人以下、小規模保育事業C型(同条に規定する小

規模保育事業C型をいう。附則第4条において同じ。)にあっては6人以

上10人以下、居宅訪問型保育事業にあっては1人とする。 

2 略 2 略 

(特定教育・保育施設等との連携) (特定教育・保育施設等との連携) 

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。

以下この項から第7項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正

かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよ

う、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は

保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。

ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難で

あると市が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域

型保育事業者については、この限りでない。 

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。

以下この項から第5項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正

かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよ

う、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は

保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。

ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難で

あると市が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域

型保育事業者については、この限りでない。 
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(1) 特定地域型保育の提供を受けている満3歳未満保育認定子ども

に集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切

な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の

保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)

を実施すること。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満3歳未満保育認定子ども

に集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切

な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の

保育の内容に関する支援を行うこと。 

(2)・(3) 略 (2)・(3) 略 

2 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に

掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第1号の規定を適用

しないこととすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保

すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそ

れぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。 

 

3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業A型若し

くは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(第5項におい

て「小規模保育事業A型事業者等」という。)であって、第1項第1号に

掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

 

4 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げ

2 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件
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る要件のいずれかを満たすときは、第1項第2号の規定を適用しないこ

ととすることができる。 

(1)  特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した

場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めるこ

と。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞ

れの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保

の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力

者の確保が著しく困難であること。 

の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規定を適用しないこと

とすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者と次項に規定する連携協力を行う者との

間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

と。 

(2) 次項に規定する連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が

生じないようにするための措置が講じられていること。 

5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第1項第2号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

(1)  特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事

業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業

所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型事業

者等 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模

等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有する

と市長が認める者 

3 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げ

る次項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならな

い。 

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又

は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は

事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型若

しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号に

おいて「小規模保育事業A型事業者等」という。) 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模

等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると

市長が認める者 
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6～11 略 4～9 略 

附 則 附 則 

(連携施設に関する経過措置) (連携施設に関する経過措置) 

第4条 特定地域型保育事業者(特例保育所型事業所内保育事業者を除

く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第59条第4号に規

定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができ

ると市が認める場合は、第42条第1項本文の規定にかかわらず、この

条例の施行の日から起算して15年を経過する日までの間、連携施設を

確保しないことができる。 

第4条 特定地域型保育事業者(特例保育所型事業所内保育事業者を除

く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第59条第4号に規

定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができ

ると市が認める場合は、第42条第1項本文の規定にかかわらず、この

条例の施行の日から起算して10年を経過する日までの間、連携施設を

確保しないことができる。 
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議案第６６号 

高梁市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

する条例 

高梁市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定する。 

令和７年６月６日提出 

高梁市長  石 田 芳 生   

 

高梁市条例第  号 

（令和７年  月  日制定）   

高梁市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

する条例 

高梁市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年高梁市条例

第５４号）の一部を次のように改正する。 

 

第６条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」という。）を実施す

る」に改め、同条中第２項及び第３項を削り、第５項を第７項とし、第４項を第６項とし、同

項の前に次の４項を加える。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困

難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前

項第１号の規定を適用しないこととすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責

任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置

が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型若しく

は小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ
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型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものを

いう。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難で

あると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第１項第２

号の規定を適用しないこととすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のア及びイ

に掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の

所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講

じられていること。 

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措

置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者

であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次号において「事業

実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模

保育事業Ａ型事業者等 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保

育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

 

附則第３条中「５年」を「１５年」に改める。 

 

附 則（令和７年高梁市条例第  号） 

 この条例は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

 

提 案 理 由 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うため。 
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（参考）            高梁市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改正案 現行 

(保育所等との連携) (保育所等との連携) 

第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪

問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条第1項、第14条

第1項及び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16条並びに第1

7条第1項から第3項まで並びに附則第3条において同じ。)は、利用乳

幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等

による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育

(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定

める学校において行われる教育をいう。第3号において同じ。)又は保

育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う

保育所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規

定する保育所をいう。以下同じ。)、幼稚園(同項に規定する幼稚園を

いう。以下同じ。)又は認定こども園(同項に規定する認定こども園を

いう。以下同じ。)(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなけれ

ばならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が

著しく困難であると市が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅

訪問型保育事業を除く。第16条第2項第3号において同じ。)を行う家

庭的保育事業者等については、この限りでない。 

第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪

問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条第1項、第14条

第1項及び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16条並びに第1

7条第1項から第3項まで並びに附則第3条において同じ。)は、利用乳

幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等

による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育

(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定

める学校において行われる教育をいう。第3号において同じ。)又は保

育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う

保育所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規

定する保育所をいう。以下同じ。)、幼稚園(同項に規定する幼稚園を

いう。以下同じ。)又は認定こども園(同項に規定する認定こども園を

いう。以下同じ。)(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなけれ

ばならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が

著しく困難であると市が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅

訪問型保育事業を除く。第16条第2項第3号において同じ。)を行う家

庭的保育事業者等については、この限りでない。 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適

切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適

切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の
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保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)

を実施すること。 

保育の内容に関する支援を行うこと。 

(2)・(3) 略 (2)・(3) 略 

2 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲

げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第1号の規定を適用し

ないこととすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保す

ること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれ

ぞれの役割分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。 

 

3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第27条に規定する小規模

保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行

う者(第5項において「小規模保育事業A型事業者等」という。)であっ

て、第1項第1号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

 

4 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる

要件のいずれかを満たすときは、第1項第2号の規定を適用しないこと

とすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場

2 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる

要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規定を適用しない

ことができる。 

(1) 家庭的保育事業者等と次項に規定する連携協力を行う者との間
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合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられていること。 

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の

促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者

の確保が著しく困難であること。 

でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

(2) 次項に規定する連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が

生じないようにするための措置が講じられていること。 

5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第1項第2号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所

(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所に

おいて代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型事業者等 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模

等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると

市が認める者 

3 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる

事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

(1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事

業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業

所において代替保育が提供される場合、第27条に規定する小規模保

育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行

う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。) 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合、事業の規模等

を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市

が認める者 

6・7 略 4・5 略 

附 則 附 則 

(連携施設に関する経過措置) (連携施設に関する経過措置) 

第3条 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、 第3条 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、
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子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する事業による支援その他

の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第6条

第1項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して15年を経過する

日までの間、連携施設の確保をしないことができる。 

子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する事業による支援その他

の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第6条

第1項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して5年を経過する日

までの間、連携施設の確保をしないことができる。 
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議案第６７号 

   財産の取得に関し議会の議決を求めることについて 

 次の財産を取得することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項 

第８号及び高梁市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１

６年高梁市条例第５２号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 物件の名称    災害対応特殊消防ポンプ自動車 

２ 契約の方法    指名競争入札 

３ 契約金額     ５９，１８０，０００ 円 

           （うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 5,380,000 円） 

４ 契約の相手方   倉敷市水島南春日町８番３２号 

           有限会社亀屋防災 

           代表取締役 野村 信一 

５ 取得の目的    消防設備の更新 

 

  令和７年６月６日提出 

高梁市長  石 田 芳 生 

 

 

    提 案 理 由 

 災害対応特殊消防ポンプ自動車を取得するため。 
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（参考） 

災害対応特殊消防ポンプ自動車の概要 

 

緊急消防援助隊車両の登録予定。 

 

１ 車両関係 

（１）シャシ   ３トン級消防専用ダブルキャブ型 

         ４輪駆動 

（２）エンジン  ディーゼルエンジン（総排気量４，０００ｃｃ以上） 

（３）変速機   マニュアルトランスミッション 

（４）車両寸法  全長 ６，０００ｍｍ以下 

         全幅 １，９５０ｍｍ以下 

         全高 ３，０００ｍｍ以下 

（５）乗車定員  ５名（前席２名・後席３名） 

 

２ 艤装関係 

（１）ポンプ   Ａ-２級ポンプ（放水自動調圧装置付き） 

（２）外装    ハイルーフ仕様 

オールシャッタータイプ 

（３）装備    水槽（１，３００Ｌ） 

         左右取り出し可能な中央巻取り式吸管、棒状連結吸管（４本）別途積載 

         電動ホースカー（動力昇降装置付き） 

         空気呼吸器 
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（参考） 

              地方自治法（抜すい） 

（議決事件） 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。  

(1)～(5) 略 

(6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段

として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。 

(7) 不動産を信託すること。 

(8) 前２号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従

い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 

(9)～(15) 略 

２ 略 

 

 

高梁市の議会の議決に付すべき契約及び 

        財産の取得又は処分に関する条例（抜すい） 

 

 （議会の議決に付すべき財産の取得又は処分）  

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産

の取得又は処分は、予定価格２，０００万円以上の不動産（土地については１件５，０

００平方メートル以上のものに係るものに限る。）若しくは動産の買入れ若しくは売払い

又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 

 

 

 

 



 



議案第６８号 

 

 

令和７年度高梁市一般会計補正予算（第１号）  

 

 

令和７年度高梁市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正）  
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ８７，０００千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ２４，６８７，０００千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月６日提出 

 

 

高梁市長  石 田 芳 生  
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16 2,567,721 87,000 2,654,721

2 1,034,904 87,000 1,121,904

24,600,000 87,000 24,687,000

3 6,180,649 87,000 6,267,649

1 3,770,009 87,000 3,857,009

24,600,000 87,000 24,687,000

⁷ ⁷

 

⁷⁷

⁷⁷

 

─

 

⁷⁷

─ ⁷ ⁷

   

⁷⁷ ⁷⁷ ⁷⁷

⁷⁷ ⁷⁷ ⁷⁷
















